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(57)【要約】
【課題】記録素子が設置された記録素子基板とその外部
に電子部品（電気素子）を実装する電子基板を支持する
筐体を備える記録ヘッドにおいて、ヘッド筐体の成形性
と電気部品の過度の発熱に対する耐熱特性の確保とを両
立するヘッド構成を実現する。
【解決手段】電気部品の周囲を遮蔽するカバー部材１０
８を備え、筐体１０７とカバー部材１０８とを異なる樹
脂材料で構成する。筺体の材料はカバー部材よりも成形
性に優れた材料とし、カバー部材は筺体よりも耐熱特性
に優れた材料とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録素子を備える記録素子基板と、
　前記記録素子基板の外部に設けられた電子基板と、
　前記電子基板に設置された電気素子と、
　前記記録素子基板と前記電子基板とを支持する第一の樹脂材料からなる筐体と、
　前記電気素子の周囲を遮蔽するように取り囲む第二の樹脂材料からなるカバー部材と、
を備える記録ヘッドであって、
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が耐熱特性の高い材料であることを
特徴とする記録ヘッド。
【請求項２】
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が、ガラス転移温度の高い材料であ
る請求項１記載の記録ヘッド。
【請求項３】
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が、融点の高い材料である請求項１
または２記載の記録ヘッド。
【請求項４】
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が、メルトフローレートの低い材料
である請求項１～３のいずれか一項記載の記録ヘッド。
【請求項５】
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が、柔らかい材料である請求項１～
４のいずれか一項記載の記録ヘッド。
【請求項６】
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が、フィラー類の含有量が少ない材
料である請求項１～５のいずれか一項記載の記録ヘッド。
【請求項７】
　前記カバー部材は前記筐体と前記電子基板との間に配置される請求項１～６のいずれか
一項記載の記録ヘッド。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項記載の記録ヘッドを備える記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録素子基板の外に他の電気素子を実装する記録ヘッドに関する
【背景技術】
【０００２】
　従来、記録装置に搭載される記録ヘッドにおいて、例えば、記録素子の駆動を安定化さ
せるためのコンデンサなどの電気素子を、記録素子基板とは別に実装される構成が一般的
に知られている。特許文献１もその一例である。特許文献１では、ヘッド筺体の内部に電
気部品を収容する構成とすることで、電気部品に外力が加わることによる電気部品の破壊
を避けている。また、それをより小型のヘッドサイズで実現しうる構成としている。しか
しながら、筺体内部に電気部品を収容した場合、筺体の樹脂材料の耐熱特性が不足すると
、電気部品が過度に発熱した場合に、樹脂材料の溶融が問題となる場合があった。
【０００３】
　ここで、電気部品の過度の発熱は、近年の記録ヘッドの記録速度向上により、記録素子
の増加、時間あたりの記録密度向上が図られた結果、電気部品の消費電力が増え、より発
生しやすくなってきている。
【０００４】
　また、電気部品の発熱は、自然故障や偶発故障により、仕様で想定している範囲を超え
る異常発熱の恐れがあり、樹脂の耐熱特性はそれを超える性能を確保することが望ましい
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。
　しかしながら、ヘッド筺体の樹脂材料を耐熱特性の高いものにした場合、樹脂材料の成
形時の流動性が悪くなることが多く、より高度な成形に対応できないことがあった。
　すなわち、成形材料の流動性が悪いために、細い壁を少ないスペースに高密度に形成す
るような構造を成形することができず、ヘッド筺体の小型化が制約されるといった課題を
招いていた。
【０００５】
　また、高度な成形方法の例としては、例えば、同一の金型内で複数部材を一次成形し、
その後、一次成形した複数の部材同士を金型内で合わせ、合わせた界面を二次成形で封止
して接合する方法が挙げられる。この手法は特許文献２などの従来文献で説明されている
。
　このような高度な成形を行う場合には、流動性に優れた材料、すなわち耐熱特性の不利
な材料を選択せざるを得ない場合が多く、その場合には、ヘッドの成形性と材料の耐熱特
性確保との両立が課題となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２６８８６７号公報
【特許文献２】特開２０１２－１９２７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、以上の課題を解決することを目的とする。
　すなわち、記録素子が設置された記録素子基板の外部に電子部品（電気素子）を実装す
る記録ヘッドにおいて、ヘッド筐体の成形性と電気部品の過度の発熱に対する耐熱特性の
確保とを両立するヘッド構成を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、
　記録素子を備える記録素子基板と、
　前記記録素子基板の外部に設けられた電子基板と、
　前記電子基板に設置された電気素子と、
　前記記録素子基板と前記電子基板とを支持する第一の樹脂材料からなる筐体と、
　前記電気素子の周囲を遮蔽するように取り囲む第二の樹脂材料からなるカバー部材と、
を備える記録ヘッドであって、
　前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂材料の方が耐熱特性の高い材料である。
【０００９】
　また、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂
材料の方が、ガラス転移温度が高い材料であってもよい。
　また、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂
材料の方が、融点が高い材料であってもよい。
　また、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂
材料の方が、メルトフローレートの低い材料であってもよい。
　また、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂
材料の方が、柔らかい材料であってもよい。
　また、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、前記第一の樹脂材料よりも前記第二の樹脂
材料の方が、フィラー類の含有量が少ない材料であってもよい。
　また、本発明の一形態に係る記録ヘッドは、前記カバー部材は前記筐体と前記電子基板
との間に配置される。
　さらに、本発明は、上記の記録ヘッドを備える記録装置に関する。
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【発明の効果】
【００１０】
　以上より、本発明の構成によれば、記録素子が設置された記録素子基板の外部に電子部
品（電気素子）を実装する記録ヘッドにおいて、電気部品発熱に対する耐性の確保と、ヘ
ッド筺体の成形性を両立するヘッド構成を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を適用可能なインクジェット記録装置の一部外観を示す。
【図２】本発明を実施した記録ヘッドの構成を示す外観斜視図である。
【図３】本発明を実施した記録ヘッドの構成を示す外観斜視図である。
【図４】本発明を実施した記録ヘッドの内部構造を示す分解斜視図である。
【図５】本発明を実施した記録ヘッドの内部構造を示す分解斜視図である。
【図６】本発明を実施した記録ヘッドの内部構造を示す斜視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態例について図面を参照して説明するが、本発明はこれらの実施
形態例のみに限定されるものではない。図１は本発明の一実施形態例に係る記録ヘッドを
適用可能なインクジェット記録装置の外観を示す図である。
【００１３】
　キャリッジ３１０内に記録ヘッド１００が装着され、紙送り方向に対して垂直な方向（
図１の矢印の方向）に、シャフト３２０に沿ってキャリッジ３１０が走査し、記録ヘッド
１００の吐出口側（図では下方）に供給される被記録材に対して画像形成が行われる。
【００１４】
　図２、図３に本発明の一実施形態例に係る記録ヘッド１００の外観斜視図を示す。
　記録ヘッド１００は記録装置本体に対して着脱可能となっており、記録ヘッド１００を
装置本体に装着すると、配線基板１０３上のコンタクトパッド１０５と記録装置本体のコ
ンタクトプローブ（不図示）とが電気接続される。
【００１５】
　コンタクトパッド１０５を介して記録装置本体から受信した電気信号は、配線基板１０
３から配線部材１０２を経由して、記録素子基板１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃに伝送さ
れ、記録素子基板上の記録素子が駆動され、記録動作（記録インクの吐出）が行われる。
　記録素子基板１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃにはそれぞれ個別の電気配線（不図示）が
設けられている。
　配線基板１０３は位置決めして筺体１０７に固定されており、コンタクトパッド１０５
の位置が所定の位置に固定されるように構成されている。
　ここで、各々の記録素子基板は４色の記録インクを吐出することが可能で、記録ヘッド
全体として最大１２色のインクを用いた記録に対応できる構成となっている。図１には、
１２個のインクタンク２４０ａ～２４０ｌと、各インクタンクから記録ヘッドへ各インク
を供給するインク供給チューブ２３０ａ～２３０ｌを設けた構成を示している。２１０は
ジョイント部材であり、液体供給部材を兼ねている。
【００１６】
　図４は本発明の一実施形態例に係る記録ヘッド１００の内部構造を示す分解斜視図であ
る。
　配線基板１０３の裏面には、各記録素子基板１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃの電源の電
圧を安定化させるためのコンデンサ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃが実装されている。つ
まり、配線基板１０３はコンデンサなどの電子素子を備える電子基板でもある。本発明に
おける電子基板は、この配線基板１０３に限定されず、記録素子基板の外部に設けられ、
電子素子を備える基板であればよい。
　筺体１０７には、コンデンサ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃに対向する位置にコンデン
サカバー１０８が別部材として取り付けられている。別部材で構成されるコンデンサカバ
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ー１０８が本発明におけるカバー部材である。カバー部材は、記録ヘッドの小型化のため
に、電子基板と筐体との間に配置される。
　そして、筺体１０７に配線基板１０３を固定した状態で、それぞれのコンデンサポケッ
ト１０９ａ、１０９ｂ、１０９ｃにそれぞれのコンデンサ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ
が収容されるように構成されている。
【００１７】
　ここで、筺体１０７とコンデンサカバー１０８は異なる樹脂材料で構成されており、筺
体１０７の材料よりもコンデンサカバー１０８の材料の方が、耐熱特性の高い材料となっ
ている。これは、コンデンサが記録ヘッドの動作中に過度に発熱した場合や、偶発故障な
どで異常発熱した場合に、筺体において機械的性能の劣化などの不具合を発生させないた
めに有効な構成である。このような発熱は２００℃以上になることがある。
【００１８】
　筺体１０７、コンデンサカバー１０８の材料は、たとえば、筺体１０７の材料よりもコ
ンデンサカバー１０８の材料の方がガラス転移温度（Ｔｇ）の高い材料とすることができ
る。例えば、コンデンサカバー１０８の材料（第二の樹脂材料）は、筺体１０７の材料（
第一の樹脂材料）よりもＴｇが１０℃以上が好ましく、より好ましくは５０℃以上高い材
料とすることができる。
　もしくは、筺体１０７の材料よりもコンデンサカバー１０８の材料の方が融点（ＭＰ）
の高い材料としてもよい。例えば、コンデンサカバー１０８の材料（第二の樹脂材料）は
、筺体１０７の材料（第一の樹脂材料）よりもＭＰが１０℃以上が好ましく、より好まし
くは５０℃以上高い材料とすることができる。
　樹脂材料のガラス転移温度及び融点は、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）法などの公知の方
法で測定することができる。
　もしくは、筺体１０７の材料よりもコンデンサカバー１０８の材料の方がメルトフロー
レート（Ｍｅｌｔ－Ｆｌｏｗ－Ｒａｔｅ：ＭＦＲ）の低い材料、すなわち、第一の樹脂材
料の方が第二の樹脂材料よりも流動性に優れた材料とすることができる。例えば、コンデ
ンサカバー１０８の材料（第二の樹脂材料）は、筺体１０７の材料（第一の樹脂材料）よ
りもＭＦＲが２０％以上低い材料とすることができ、より好ましくは第二の樹脂材料のＭ
ＦＲは第一の樹脂材料のＭＦＲの半分以下とすることができる。具体的には、温度２５０
℃、１０ｋｇ加圧において、第一の樹脂材料のＭＦＲが２７ｇ／１０ｍｉｎに対し、第二
の樹脂材料のＭＦＲを６ｇ／１０ｍｉｎとすることができる。
　このように、第二の樹脂材料に第一の樹脂材料よりも耐熱特性に優れた材料を使用する
ことで、異常発熱が発生した場合であっても樹脂材料の流れ出しを抑制することができる
。
　もしくは、筺体１０７の材料よりもコンデンサカバー１０８の材料の方が柔らかい材料
としてもよい。ここで、柔らかさの基準としては、樹脂の弾性率を用いることができる。
例えば、コンデンサカバー１０８の材料（第二の樹脂材料）は、筺体１０７の材料（第一
の樹脂材料）よりも弾性率が２０％以上低いことが好ましい。
【００１９】
　筐体を構成する第一の樹脂材料、カバー部材を構成する第二の樹脂材料としては、上記
の条件を満たす材料であれば特に制限されない。このような樹脂材料としては、例えば、
同じベース樹脂を用いてそれぞれの組成を調整することで第一及び第二の樹脂材料とする
ことができる。ベース樹脂としては、変性ポリフェニルエーテルなどを用いることができ
る。変性ポリフェニルエーテルは、重合方法や重合度を変えることで、耐熱特性を異なら
しめることもできる。また、異なるベース樹脂を用いることができ、他のベース樹脂とし
ては、ポリエチレンテレフタレートなどを使用することもできる。
【００２０】
　また、コンデンサカバー１０８のコンデンサポケット１０９ａ、１０９ｂ、１０９ｃは
、配線基板１０３の裏面に略当接するように構成することで、コンデンサ１０４ａ、１０
４ｂ、１０４ｃを略遮蔽状態にする。各コンデンサ１０４は、図６に示すように、コンデ
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ンサカバー１０８のコンデンサポケット１０９内でコンデンサカバーに非接触の状態で周
囲が遮蔽されていることが好ましい。
　それによって、コンデンサ設置部にインクミストなどの液体成分が付着するのを避ける
とともに、コンデンサの過度の発熱の影響範囲を制限させることに寄与する。
【００２１】
　また、本発明の前提構成ではないが、配線基板１０３の裏面とコンデンサカバー１０８
とは当接することがあるため、配線基板１０３にキズを付けて損傷することを防止するコ
ンデンサカバー１０８の材料にはフィラー類を含まないことが望ましい。
　一方、筺体１０７は記録ヘッド１００全体の変形を抑制するために高い剛性であること
が望ましく、たとえば、フィラー類を添加した材料であることが望ましい。
　コンデンサカバー１０８の材料には、フィラー類を含んでもよいが、その場合であって
も、コンデンサカバー１０８のフィラー量は筺体１０７よりもフィラー量よりも少ない方
が望ましい。
　フィラー類としては、たとえば、ガラス、マイカ、シリカなどが挙げられ、これらは粒
状（ビーズ状）や繊維状などの形態で使用できる。
【００２２】
　また、ここでは記録ヘッド１００では、コンデンサ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃおよ
びコンデンサカバー１０８が配線基板１０３の裏面に位置する構成となっているが、本発
明はこの構成に限定するものではない。
　コンデンサ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃおよびコンデンサカバー１０８は配線基板１
０３の表面側に設置する構成であっても構わない。
【００２３】
　図５は、本発明の一実施形態例に係る記録ヘッドの筺体１０７とコンデンサカバー１０
８の構成を示すための分解斜視図である。
　筺体１０７は内部に記録素子基板に記録インクを供給するための１２系統の流路が高密
度に構成された複雑な構造をしており、それと比較して、コンデンサカバー１０８は比較
的成形が容易な形状となっている。
　筺体１０７及びコンデンサカバー１０８は、それぞれ使用する材料に適した成形方法で
製造することができる。筺体１０７は、複雑な構造のため、複数部品の集合体で形成され
る。例えば、複数部品の同一の型内で同時に一次成形し、その後、それらの部品を型内で
組み付け、接合部に一次成形と同じ樹脂材料を流し込む二次成形を行い、型内で組み立て
を完了する高度成形方法が適用できる。コンデンサカバー１０８は筐体とは異なる型で成
形することができる。筺体１０７の成形方法として、上記のような高度な成形方法を用い
る場合に特に本発明の構成が有効となる。
　上記のように、高度成形方法による筺体１０７の材料はコンデンサカバー１０８よりも
相対的に成形性に優れた材料となっている。
　コンデンサカバー１０８は筺体１０７に対して、所定の位置に位置決めして取り付け、
バネ性で付勢して固定することができる。バネ性の付勢はコンデンサカバー１０８の長手
方向の外辺を筐体側に幅が狭くなるスロープ状に作り込み、一部に切り欠き設けたバネ部
を設け、筐体１０７側の係合部にコンデンサカバー１０８を押し込むことで付勢できる。
また、コンデンサカバー１０８の配線基板側の面には、配線基板との当接箇所を限定する
突き当て部を設けることができ、かつその突き当て部は配線基板上の凹凸の段差と干渉し
ない位置に設置することができる。突き当て部に接する配線基板上には平配線を配置して
もよい。
【００２４】
　本実施形態では、配線基板１０３にコンデンサが実装されている例を示したが、配線基
板１０３に実装される電気素子がコンデンサ以外のものについても本発明を適用すること
ができる。すなわち、過度の発熱のリスクのある電気素子全般に本発明を適用することが
でき、たとえば、発光素子、抵抗、ダイオード、トランジスタなどの電気素子に適用する
ことができる。また、それら電気素子の電源容量が大きいほど過度の発熱リスクが高く、
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２Ｗを超える電源容量に接続されている部品の全てを対象としてもよい。
【００２５】
　なお、本発明の前提ではないが。本実施形態の記録ヘッド１００では、図４に示すよう
に、配線基板１０３の裏面に、コンデンサ１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃの他にメモリ素
子１０６を実装する。
　このメモリ素子は、記録ヘッド１００のより最適な駆動に必要な情報や、製造年月日な
どのトレーサビリティ情報を記憶する機能を有し、記録装置本体での読み出しや書き込み
を行う。
　本実施形態において、メモリ素子１０６には記録装置本体側で最大印加電流が制限され
、過度の発熱のリスクが少なく構成されている。
　そのため、筺体１０７に配線基板１０３を固定した状態でメモリ素子１０６に対向する
位置には、コンデンサカバー１０８ではなく、筺体１０７となるように構成している。
　メモリ素子１０６は筺体１０７の材料で形成されたメモリポケット１１０内に収納され
る。
【００２６】
　以上に説明したように、本発明では、電気素子を実装した記録ヘッドにおいて、記録素
子基板と電子基板とを支持する筐体に筺体の材料とは異なる樹脂材料で形成されたカバー
部材を備える。筐体の材料は成形性に優れた材料とし、電気素子の周囲を遮蔽するカバー
部材の材料は耐熱特性に優れた材料とする。
　それによって、電気素子で過度の発熱があった場合であっても筺体にその影響が及ばず
、少なくとも記録ヘッド１００の過剰な損傷を避けることができる。また、ヘッド筐体の
成形性を犠牲にしないため、例えば、記録ヘッドのサイズ制約を伴わずにそれを実現でき
る。記録ヘッドの筺体の成形性と耐熱特性との両立を実現できる。
【００２７】
　また、本発明では、筐体を構成する材料にはフィラー類を添加して、筐体として必要な
剛性を確保するように構成してもよい。また、その一方で、カバー部材を構成する材料に
は筐体よりも少ない量のフィラー類を添加するかもしくはフィラー類を非添加とする。こ
れによって、電気素子の周辺に配置するカバー部材が電気素子を実装した基板と干渉して
接触した場合であっても、カバー部材が電気素子実装基板を傷つけるリスクを低下できる
。つまり、筐体を構成する第一の樹脂材料よりもカバー部材を構成する第二の樹脂材料の
方が、フィラー類の含有量が少ない材料である。
【符号の説明】
【００２８】
１００　記録ヘッド
１０１　記録素子基板
１０２　配線部材
１０３　配線基板
１０４　コンデンサ
１０５　コンタクトパッド
１０６　メモリ素子
１０７　筺体
１０８　コンデンサカバー
１０９　コンデンサポケット
１１０　メモリポケット
２１０　ジョイント部材（液体供給部材）
２３０ａ～２３０ｌ　インク供給チューブ
２４０ａ～２４０ｌ　メインタンク
３１０　キャリッジ
３２０　シャフト
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